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このまちが好き幸手市　2023.2

幸

手

宿
「

宿

場

あ

る

き

」

　

幸
手
宿
の
歴
史
や
文
化
に
触
れ
、
ま
ち
な
か

を
歩
い
て
巡
る「
宿
場
あ
る
き
」を
毎
月
開
催
し

て
い
ま
す
。（
小
雨
決
行
）

日
時　

①
幸
手
宿
宿
場
コ
ー
ス
／
２
月
25
日（
土
）

　

午
前
９
時
～
11
時
30
分

　
（
８
時
50
分
幸
手
駅
東
口
ロ
ー
タ
リ
ー
集
合
）

②
御
成
街
道
周
辺
コ
ー
ス
／
２
月
25
日（
土
）午
前

　

９
時
～
11
時
30
分

　
（
８
時
50
分
幸
手
駅
西
口
ロ
ー
タ
リ
ー
集
合
）

定
員　

各
20
人（
申
込
み
順
）

参
加
費　

２
０
０
円（
保
険
代
含
む
）

申
込
み　

２
月
22
日（
水
）

主
催　

幸
手
宿
観
光
ガ
イ
ド
の
会

当
日
連
絡
先　

中
島
さ
ん
☎
０
９
０（
４
３
６
２
）　

　

７
６
３
７

申
込
み
・
問
合
せ　

商
工
観
光
課　

内
線
５
９
３

救

命

講

習

会

日
時　

３
月
16
日（
木
）午
前
９
時
～
11
時

場
所　

幸
手
消
防
署
西
救
急
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

内
容　

心
肺
蘇
生
法（
小
児
、
乳
児
、
新
生
児
）、　

　

止
血
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方
法
な
ど

※
一
部
Ｗ
ｅ
ｂ
講
習
で
す
。
詳
細
は
埼
玉
東
部

　

消
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象　

埼
玉
東
部
消
防
組
合
管
内
に
在
住
、
在

　

勤
、
在
学
の
中
学
生
以
上
の
人

定
員　

８
人（
申
込
み
順
）

申
込
み　

２
月
16
日（
木
）午
前
９
時
か
ら
電
話
ま　

　

た
は
最
寄
り
の
消
防
署
所

問
合
せ　

埼
玉
東
部
消
防
組
合
幸
手
消
防
署
西

　

救
急
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
☎（
43
）６
９
６
６

相談 日時 場所 問合せ

休日納税相談 2 月 26 日（日）
午前 8時 30 分～午後 5時※

納税課 納税課　内線 155
夜間納税相談 2 月 10 日（金）

午後 5時 15 分～ 9時

法律相談（予約制）
※同一内容の再相談は不可。

2月 9日（木）、2月 22 日（水）、
3月 9日（木）
午後 1時 30 分～ 5時

市役所第二庁舎
2階第 2会議室

市民協働課　内線 173

行政相談 2 月 9 日（木）、3月 9日（木）
午前 9時 30 分～正午

市役所第二庁舎
2階第 2会議室

消費生活相談（電話相談可） 毎週月曜～金曜日
午前 10 時～午後 3時 30 分※

市役所本庁舎 1階
市民協働課内

幸手市消費生活センター
																		内線 192

人権相談 2 月 9 日（木）
午前 9時 30 分～正午

市役所第二庁舎
1階第 5会議室 人権推進課　内線 162

幸手市ふるさとハローワーク 毎週月曜～金曜日
午前 9時～午後 4時 市役所第二庁舎 1階 幸手市ふるさとハローワーク

☎（43)8609

内職相談（予約制） 毎週月曜～金曜日
午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

市役所第二庁舎
1階商工観光課 商工観光課	内線 594

家庭児童相談（電話相談可） 毎週月曜～金曜日
午前 9時～午後 4時※

ウェルス幸手
家庭児童相談室

家庭児童相談室
☎（43)2447

妊娠・出産、子育てに関する相談
（電話相談可）

毎週月曜～金曜日
午前 9時～午後 5時※

ウェルス幸手
子育て総合窓口

子育て総合窓口
☎（42)8457

子育ての心配ごと相談
（電話相談可）

毎週月曜～金曜日
午前 8時 30 分～午後 5時 15 分※

ウェルス幸手
子ども家庭総合支援
拠点

こども支援課
☎（42)8454

生活困窮者自立支援相談
（電話相談可）

毎週月曜～金曜日
午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

ウェルス幸手 1階
社会福祉協議会内

社会福祉協議会
☎（43)3277ボランティア相談（電話相談可） 毎週月曜～金曜日

午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

心配ごと相談（電話相談可） 2 月 9 日（木）
午後 1時～ 4時

教育相談（電話相談可）
小・中学生、卒業生の相談可。

毎週月曜～金曜日（水曜日を除く）
午前 9時 30 分～午後 3時 30 分

心すこやか支援室
（東 3-12-25）

心すこやか支援室
☎（42)0356

不動産無料相談室（予約制） 2 月 7 日（火）、3月 7日（火）
午後 1時～ 4時 市役所第二庁舎

1階第 5会議室

（公社）埼玉県宅地建物取引業
協会埼葛支部☎（31)1157

建築無料相談会 2 月 7 日（火）、3月 7日（火）
午後 1時～ 4時

（一社）埼玉建築士会杉戸支部
幸手部会☎（48)0875

行政書士無料相談会 2 月 21 日（火）
午後 1時 30 分～ 4時

市役所第二庁舎
2階第 2会議室

埼玉県行政書士会春日部支部
☎048(812)5092

司法書士・土地家屋調査士
合同登記無料相談会
定員 9人（申込み順）

2月 16 日（木）
午後 1時～ 4時

市役所第二庁舎
2階第 2会議室

埼玉司法書士会埼葛支部
☎（25)1271
埼玉土地家屋調査士会埼葛支部
☎（31)8553

       　　　　　　　　　　　※正午～午後 1時を除く

相談 日時 場所 問合せ

市役所日曜開庁 2 月 26 日（日）
午前 8時 30 分～午後 5時

市民課、保険年金課
税務課、納税課 詳細は、各担当課へ

マイナンバーカード
夜間・休日交付（予約制）

【夜間】毎週金曜日午後 7時 30 分まで
【休日】日曜開庁と同じ 市民課 市民課　内線 128

上下水道料金納入夜間窓口 2 月 28 日（火）　午後 8時まで 水道管理課
（大字平野 923） 水道管理課☎（48)0050

今月の窓口

各種相談

■
12
月
の
幸
手
市
内
の
消
防
出
動
件
数
／
救
急
車
出
動
件
数
３
１
９
件（
交
通
事
故
19
件
、
急
病
２
２
２
件
、
そ
の
ほ
か
78
件
）

火
災
発
生
件
数
１
件　

火
災
と
救
急
は
１
１
９
番〔
火
災
発
生
時
の
お
問
い
合
わ
せ
は
☎（
42
）９
１
１
９（
幸
手
消
防
署
）〕 ▼

権
現
堂
公
園
歴
史
講
座

○
日
時
／
２
月
15
日（
水
）午
前
10
時
～
11
時　

○
場
所
／
北
公
民
館　

○
内
容
／
記
念
碑
が
語
る

権
現
堂
堤
の
歴
史　

○
対
象
／
市
内
在
住
、在
勤
、

在
学
の
人　

○
定
員
／
30
人（
申
込
み
順
）　

○
参

加
費
／
２
０
０
円　

○
講
師
／
幸
手
市
郷
土
資
料

館
長
原
太
平
氏
ほ
か　

○
申
込
み
・
問
合
せ
／

２
月
４
日（
土
）
～
13
日（
月
）に
権
現
堂
公
園（
☎

（
44
）０
８
７
３
）に
電
話

▼
囲
碁
の
街
・
幸
手

◎
あ
す
な
ろ
囲
碁
の
会
会
員
募
集

　

初
心
者
囲
碁
講
座
の
受
講
生
が
作
っ
た
新
し
い

ク
ラ
ブ
で
す
。

○
日
時
／
毎
月
第
１
・
第
３
日
曜
日
午
前
９
時
～

正
午　

○
場
所
／
中
央
公
民
館　

○
月
会
費
／

２
５
０
円　

○
問
合
せ
／
松
本
さ
ん
☎
０
９
０

（
８
７
２
１
）５
５
５
６

▼
幸
手
若
草
俳
句
会
会
員
募
集

　

俳
句
に
親
し
み
、心
豊
か
に
過
ご
し
ま
せ
ん
か
。

　

吟
行
会
・
広
報
紙
な
ど
へ
の
作
品
発
表
あ
り
。

○
日
時
／
毎
月
第
２
土
曜
日
午
後
１
時
15
分
～

４
時　

○
場
所
／
中
央
公
民
館　

○
会
費
／
年

７
０
０
０
円　

○
問
合
せ
／
林
さ
ん
☎
０
９
０

（
８
０
５
６
）５
８
０
１

▼
ス
マ
ホ
の
安
全
教
室
会
員
募
集（
定
員
６
名
）

　

隠
れ
た
真
実
を
直
視
し
た
生
き
残
る
為
の
正
し

い
使
い
方
。tadasma.jp	

で
も
内
容
の
一
部
を

公
開
し
ま
す
。

○
日
時
／
毎
月
第
３
月
曜
日
午
後
～
か
ら
４
時　

○
場
所
／
中
央
公
民
館　

○
月
会
費
／
３
０
０
０

円　

○
申
込
み
・
問
合
せ
／
加
納
さ
ん
☎
０
８
０

（
８
０
８
０
）７
６
１
６

困ったときは、幸手市消費生活センターへ「内線 192」

　　休日は、消費者ホットライン局番なしの「１
い や や

８８」
 

「くらしの１１０番」トラブル情報

通信販売の定期購入‐トラブルに備えスクリーンショット‐
【事例】

　ネット通販のサイトに「シャンプーが初回 500 円、定期コースだが回数縛りなし、いつでもやめられる」とあったの

で注文した。初回分に同梱の納品書で、次回は 3週間後に 3本まとめて届けられ、合計 2万円の請求になると知った。

高額すぎるので解約することにした。解約は次回分発送の 10 日前までに電話で販売業者に申し出ることと指定されて

いるが、何度電話しても全然つながらない。

　インターネットなどの通信販売で、定期購入の契約とは把握していたが、「いつでも解約できる」とあったので、安

価な初回だけの購入でも良いのだろうと思い注文したところ、2回目からは思いがけず高額になると分かり、解約した

いが解約対応期間が短く、業者と連絡が取れないなどの相談が後を絶ちません。

　令和 4年 6月から、販売業者は「注文の最終確認画面に、消費者が一目見て契約内容が分かるよう回数や総額、解約

方法などの重要事項を表示すること」が義務付けられました。しかし、現在も内容が不十分な販売サイトが見受けられ

ます。
【消費者へのアドバイス】

1　注文を確定する前に必ず規約や最終確認画面で重要事項を確認しましょう。

2　お得感を強調した広告や最終確認画面は必ずスクリーンショットや印刷をして保存しましょう。

3　販売業者と電話がつながらない場合は、いつ、何回かけたかなどの履歴・メモを残しておきましょう。

4　商品を一方的に送り返しても解約にはならず、支払いの督促は止まりません。解約には必ず販売業者の合意が必要

	　です。


